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１．計画策定の目的と位置づけ

（１） 計画策定の背景と目的

近年、地域における人口及び世帯数の減少や既存の住宅・建築物の老朽化等に伴い、使用されて

いない住宅・建築物が年々増加してきています。本町においても、７０件（平成２８年度調査によ

る。）の空家があり、今後も空家は増加すると考えられます。空家になったにもかかわらず、適切

な管理が行われないまま放置されている状態の空家は、防災・防犯・安全・環境・景観の阻害等多

岐にわたる問題を生じさせ、ひいては地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしているものもあり、早

急な対策の実施が求められています。

国では、この空家問題の抜本的な解決策として平成２７年５月に「空家等対策の推進に関する

特別措置法」（以下、「法」という。）を施行しました。 また岡山県では、この法施行に併せて「岡

山県空家等対策推進協議会」（以下、「県協議会」という。）を平成２７年８月に設立し、県、県内

全市町村及び関係団体が一体となって空家等の対策を総合的に推進していくこととしています。

本町においても法の適正な運用を図るため、平成２９年３月に「早島町空家等の適正管理に関

する条例」（以下、「適正管理条例」という。）を制定するとともに、法第１条の趣旨を実現するた

め、法第６条第１項の規定に基づく「早島町空家等対策計画」（以下「空家等対策計画」という。）

を策定するものです。この計画は、空家等の利活用促進、地域住民の生活環境の保全、まちづくり

活動の活性化等、町民が安心かつ安全な生活環境の確保のため、公共の福祉の増進と地域の振興に

寄与し、町民が安心かつ安全で暮らすことのできる生活環境を確保できるよう、本町が取り組むべ

き対策に関する基本的な考え方や取り組みの方針等を示すものです。

（２） 計画の位置づけ

この空家等対策計画は、国が定めた基本指針に即して定めたもので、空家対策を効果的かつ効率

的に推進するために、本町の地域の実情に合わせ、総合的かつ計画的に実施するために策定するも

のであり、本町の空家等対策の基礎となるものです。

なお、計画の推進にあたっては早島町空家等の適正管理に関する条例や改訂第４次早島町総合計

画、早島町都市計画マスタープラン等に定めている空家関連施策との整合性を図るものとします。

早島町の空家対策

早島町空家等対策計画

（国）空家等対策の推進に関する特別措置法

空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針

（町）  早島町空家等の適正管理に関する条例

■本計画の位置づけ

改訂第４次早島町総合計画

早島町都市計画マスタープラン
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（３） 基本事項

① 計画の対象地区

② 計画の対象とする空家等

③ 計画期間

・国又は地方公共団体が所有し、又は管理する建築物等

・建築物及び工作物が設置されていない土地（空地、資材置場、廃棄物置場等）

対

象

外

対

象

法第２条第１項に規定する「空家等」のうち一戸建ての住宅及び併用住宅及び

法第２条第２項に規定された「特定空家等」とし、活用促進の観点から「そ

の跡地（空地）」についても対象とします。

空家等対策については、全町的に取組むべき課題であるため、対象地区は

「早島町全域」とします。

周辺に迷惑・危険が及ばない
「空家等」の事例写真

周辺に迷惑・危険が及ぶ可能性がある
「特定空家等」の事例写真

◆空家等対策は、中･長期的に取り組むべき課題であり、本町の総合計画や都市計画マスター

プランなどとの整合のもと、計画期間を平成 31 年度から平成 40 年度まで（2019 年

４月から 2029 年３月末まで）の 10 年間とします。

◆国が５年毎に行なう「住宅・土地統計調査」の結果を参考として、具体的な取り組みの

評価や検証を行いながら、必要に応じて計画の見直しを検討します。
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２．現状と課題

（１） 早島町の現状

①本町の世帯推移と将来推計

・人口の将来推計を踏まえて世帯数の将来推計を行った結果、本町の世帯数は平成 37年（2025

年）をピークに減少に転じるものと予測されます。

・世帯数の減少に伴って、空家等の増加が懸念されます。

図 本町の世帯数の推移と将来推計
資料：H27 までは国勢調査、H32 以降の人口は国立社会保障・人口問題研究所の推計値（平成 25 年 3月推計）、

世帯数はトレンド推計

・「三世代同居」「夫婦と子ども」の世帯が減少する一方で、「単身」「夫婦のみ」「ひとり親世

帯」といった小規模な世帯が増加しており、世帯の小規模化が進んでいます。

・「高齢単身」「高齢夫婦」といった「高齢者のみの世帯」が増加し続けています。

●世帯数は平成 37 年（2025 年）をピークに減少傾向に移行。

●世帯の小規模化が継続的に進行し、半数程度は 2人以下の世帯。

●将来的な空家化が懸念される「高齢者のみの世帯」が継続的に増加。
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②実態調査（平成 28 年度）結果の概要

●空家等の抽出の経過

平成 28年度に実施した本町における空家等の抽出の経過は以下のとおりです。

Ａ（８７棟）

Ｂ (４棟)

（７棟） Ｃ Ｄ

Ｅ（３２棟） Ｆ（５１棟） Ｇ

Ｈ（７０棟）

Ａ：平成 26年度に水道データ及び現地仮調査の結果により抽出した戸建ての空家等（借家を除

く）（８６棟）＋ 現地詳細調査時に確認された水道データで抽出されなかった空家等（１棟）

Ｂ：平成 28年度までに自治会（土木委員）より除却された事の報告があった空家等（４棟）

Ｃ：平成 28年度実施の現地詳細調査時に、一敷地内に複数物件が存在したことにより加えた空

家等（７棟）

Ｄ：平成 28年度までの事前調査により自治会（土木委員）から挙げられた空家等（１５棟）

Ｅ：Ａの内、平成 28年度実施の現地詳細調査で空家等の対象外となったもの（３２棟）

Ｆ：Ａの内、平成 28年度実施の現地詳細調査で空家等の対象となったもの（５１棟）

Ｇ：Ｄの内、平成 28年度実施の現地詳細調査で空家等の対象外となったもの（３棟）

Ｈ：本年度調査の結果により抽出した空家等（７０棟）

周辺への影響度

保安上の危険度

影響なし 影響あり

100 点未満（特定空家等に非該当） 48棟（A） 5棟（B）

100 点以上（特定空家等に該当） 8棟（C） 9棟（D）

調査の結果、総数７０棟の空家があり、そのうち特定空家等に該当する空家は１７棟となり

ました。

また、衛生面や景観面、生活環境の保全に係る周辺への影響については、立木等の腐朽・繁

茂や門扉・窓ガラスの破損等に問題があるものが見受けられます。

今後の対応を進めていくに当たっては、上記の事項等を念頭に置きつつ、各物件の状態や周

辺への影響等を踏まえながら、適切かつ確実に進めていきます。

（１５棟）

（３棟）
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（２） 空家等に関する課題の整理

本町の人口・世帯数の現状や将来推計、及び空家等実態調査の結果等を踏まえ、本町におけ

る空家等に関する現状・課題を整理します。

・本町の人口は平成 32 年（2020 年）、世帯数は平成 37 年（2025 年）をピークに減少を続け、

2040 年には 2015 年と比べて約 400 人・270 世帯減少すると予想されています。更に高齢者

単身･夫婦世帯が年々増加傾向にあることから、空家等が急激に増加する恐れがあります。

・空家等の増加は、生活環境の悪化や保安上の問題を引き起こすなど、地域活力を低下させる

ものであるため、空家等の発生を抑制する必要があります。

・平成 28年度に実施した空家等実態調査によると、抽出した 70件の内、活用可能な空家等が

53 件（76％）あります。

・本町ではこれまでも、岡山県サブセンター運営協議会が運営するウェブサイト「住まいる岡

山」と連携する「早島町空き家情報バンク制度」を通じて、空家等の利活用や流通に係る取

り組みを進めてきていますが、売買･賃借契約の実績はまだないため、周知・啓発活動の強

化を図る必要があります。

・今後、空家等の更なる増加が懸念される中では、空家等の所有者のニーズを踏まえた取り組

みの充実、強化を図り、利活用や流通を更に促進していく必要があります。

・平成 28年度に実施した空家等実態調査によると、状態が悪い空家等（保安上の危険度が 100

点以上）が 17 件見られます。なお、適切に管理されていない空家は、老朽化が急速に進行

するため、状態が悪い空家等が更に増えていくことが懸念されます。

・このような管理不全空家は、歩行者や隣接家屋への被害、周辺の生活環境や街並み景観の悪

化等を招くものであるため、適正な管理、または適切な処置が必要です。

・今後予想される空家等の更なる増加に伴って、空家問題の多岐化、複雑化が懸念されます。

そのため、住民、地域団体、民間事業者、専門家等の様々な主体が連携し、地域一丸となっ

て空家問題に取り組む必要があります。

●人口減少や高齢化に伴う空家等の増加への対応

●空家等の利活用・流通の更なる促進

●様々な主体と連携した空家問題への対応

●周辺への影響を及ぼす管理不全空家への対応
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３．基本方針

（１） 基本方針

現状と課題で述べたとおり、空家等を巡る問題・課題は、多岐にわたっています。そこで、

早島町における空家等対策を総合的かつ計画的に推進していくための基本方針を次のように

定めます。

基本方針

【基本方針２】

地域資源である空家等の利活用・流通の推進

【基本方針１】

将来を見据えた空家化の予防の推進

【基本方針３】

自助・共助・公助による空家等の適正管理の推進

【基本方針４】

管理不全空家等の解消の推進

●人口減少や高齢化に伴う空家等の増加への対応

●空家等の利活用・流通の更なる促進

●周辺への影響を及ぼす管理不全空家への対応

●様々な主体と連携した空家問題への対応

【基本方針５】

地域活性化に向けた空家等の跡地活用の推進

課 題

基本的考え方

将来的な人口・世帯数の減少に伴う空家等の増加を見据え、空家等所有者の意識啓発、地

域資源である空家等の有効活用、危険な空家等の解消等を推進し、良好な居住環境を保全

することを目的とします。
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（２） 空家等対策の方向性

空家等対策は、空家化の段階に応じてきめ細かに講じるものとします。

方向性①『予防』
・まずは空家等の発生を未然に予防するため、居住者や所有者

等の意識啓発、空家等発生の一因である相続問題等への対応、

住み続けたい、もしくは住み続けられる環境づくり等の取り

組みを推進します。

方向性②『利活用・流通』
・空家等の活用や流通を促進するため、空家等所有者や利用希

望者への支援、活用･流通を推進する官民連携による体制の構

築等の取り組みを推進します。

・また、その際は、地域の課題解決や地域資源の保全等の視点

をもって、地域活力の創出につながる活用･流通に取り組みま

す（まちづくり企画課と連携）。

方向性③『適正管理』
・生活環境や街並み景観などに悪影響を及ぼす管理状態の悪化

を未然に防ぐため、空家等管理の第一義的責任を有する所有

者又は管理者への啓発や、地域や民間事業者等との連携によ

る空家等管理の取り組みを推進します。

空家の長期化

管理状態が悪い
空家の発生

空家化

居住・活用中

≪空家化の段階≫ ≪空家等対策の方向性≫

方向性④『管理不全空家等の解消』
・管理不全空家等（特定空家等）の解消により、安全安心な住

環境を形成するため、空家等管理の第一義的責任を有する所

有者又は管理者への啓発や、法律や条例に基づく行政措置（助

言・指導、勧告）の的確な実施などの取り組みを推進します。

管理状態が
非常に悪い
空家の発生

方向性⑤『跡地活用』
・管理不全空家等を除却した場合、跡地を空地のまま放置する

のではなく、まちづくりの種地として有効活用を図り、地域

活力の創出に活かします（公園や駐車場等）。

除却→空地化
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４．推進する対策

（１） 『予防』のための対策

居住者や所有者等の当事者意識を高めるための情報発信、相続や登記などに関する相談体制の

構築に取り組み、建築物の継続的な利活用や次世代への円滑な継承を促します。また、安全安心

に暮らすことができる住環境の形成に取り組むことにより、住み続けたい、もしくは住み続けら

れる環境を整え、空家等の発生を未然に予防します。

（２） 『利活用・流通』のための対策

空家等所有者への啓発や利用希望者へのサポート、活用を促す経済的支援、また、空家等の利

活用に向けた仕組みや体制の検討などに取り組むことにより、空家等の活用・流通を促進し、地

域資源の保全や地域の活性化につなげます。

（３） 『適正管理』のための対策

目標に掲げたとおり、既に空家等となっている物件は、第一義的には所有者又は管理者が自ら

の責任により適正に管理することが基本です。

そのため、所有者又は管理者に対して適正管理の責務に関する意識啓発を行います。また、所

有者又は管理者による適正管理が難しい場合は、地域や民間事業者と連携を図り、管理状態の悪

化を未然に防ぐ取り組みを推進します。

（４） 『管理不全空家等の解消』のための対策

空家等管理の第一義的な責務は所有者又は管理者にあるため、当事者が主体となった管理不全

状態の解消に向けた意識啓発や支援を行います。また、法に基づく措置をはじめ、条例との役割

分担のもと、特定空家等の認定、認定に基づく助言及び指導、勧告、命令、行政代執行など管理

不全対策に強制力を持たせるための必要な措置を講じます。

（５） 『跡地活用』のための対策

空家等が除却された跡地をまちづくりの種地と捉え、地域のニーズに応じて有効活用を図るこ

とにより、地域の課題解決や地域の活性化に活かします。

◆活用意向の掘り起こしに向けた情報提供の実施
◆所有者等が空家等の利活用に取り組めるための仕組づくり
◆まちづくりと連携した空家等活用の促進
◆中古住宅としての流通の促進

◆空家等の定期調査の実施
◆空家等所有者や町民意識の醸成・啓発のための情報発信
◆専門家と連携した空家相談体制の構築
◆地域との連携・協力の仕組みづくり

◆空家等所有者又は管理者の責務に係る意識啓発
◆適正管理に向けた地域や民間団体等による支援

◆空家等所有者・管理者意識の醸成・注意喚起
◆管理不全空家等への地域での対応
◆特定空家等への対応
◆空家等の解体・除去に向けた支援の実施

◆まちづくりへの活用
◆地域が主体的に取り組む跡地・空地活用に対する支援の実施
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相談者

・空家等の所有者又は

管理者

・町民

受付窓口
・建設農林課

庁内関係課

・まちづくり企画課

・総務課

・町民課

・健康福祉課

⑤相談 ⑤相談

③連携・調整

①相談 ④対応者の紹介

②照会②照会

５．対策の実施体制

（１） 町民等からの相談への対応体制

・住民等からの相談への対応として、現時点においては、町が空家等に関する相談を受け

た時は危険な空家等に該当するか現地踏査を行っています。今後は更に、空家等の所有

者又は管理者と空家等対策の専門家、有識者等とをつなぐような体制の構築について検

討を進めていきます。

■行政と民間が連携した町民等からの相談への対応体制（案）

（２） 地域と連携した対策の実施体制

・地域と連携した空家等対策を進めていくため、地域団体が参画する実施体制の構築に向けた

検討を進めていきます。

・他都市では、空家問題に熱心な自治会をモデル地域として、自治会による空家等の調査、管

理等を実施しているほか、空家等の所有者及び管理者情報の共有等に向けた議論を進めてい

る事例も見られます。そのような先進事例を基に、行政及び事業者等との協力体制の構築検

討を進めていきます。
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（３） 空家等対策を推進するための協議体制

・本町では、法第６条の規定に基づく「空家等対策計画」の作成及び変更並びに実施に関する

協議を行なうため、法第７条の規定に基づく「早島町空家等対策協議会※」を設置していま

す。

・委員は、町長、町民、学識者等により構成し、計画策定後も、空家等対策の全般的な協議機

関として運営されます。

■早島町空家等対策協議会の概要

項 目 概 要

審議事項

・空家等対策計画の作成、変更又は計画に基づく施策の実施に関すること

・特定空家等の認定及びその措置に関すること

・その他の空家等対策の推進に関すること

委員構成
・「町長、法務・不動産・建築等に関する学識経験者、地域住民、町議会議

員、その他町長が必要と認める者」の内から 10人以内で組織する

（４） 計画の検証と見直し

・空家等対策計画の実施にあたっては、計画の進捗状況や成果を適時・適切に評価し、必要に

応じて柔軟に対応していく必要があります。

・このため、本計画の推進にあたっては、「ＰＤＣＡサイクル」の考え方を採用します。具体

的には、計画（Plan）を実行（Do）に移し、結果・成果を評価（Check）したうえで、改善・

改良（Action）を加え、計画内容の改定へとつなげていくことを目指します。

・計画内容の改定にあたっては、早島町空家等対策協議会を開催しながら、各種の評価や検証、

具体的な見直し案の立案を行うことを基本とします。

■ＰＤＣＡサイクルのイメージ

Ｐlan（計画）

・計画づくり

Ｄo（実行）
・予防対策  ・利活用、流通対策

・適正管理対策 ・管理不全対策

・跡地活用対策

Ａction（改善）

・取組内容の改善・改良

・計画の見直し内容の検討

Ｃheck（評価）
・空家等実態調査やアンケート等に

よる現状・課題の把握・評価

・対策の進捗状況の把握・評価


